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公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

○
佐
賀
県
高
等
学
校
等
修
学
等
支
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
号
） 

１ 

佐
賀
県
高
等
学
校
等
修
学
等
支
援
基
金
の
設
置
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
附

則
第
二
項
関
係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
妊
婦
健
康
診
査
支
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
号
） 

１ 

佐
賀
県
妊
婦
健
康
診
査
支
援
基
金
の
設
置
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
附
則
第

二
項
関
係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
障
害
者
自
立
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第

○
三
号
） 

１ 

佐
賀
県
障
害
者
自
立
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
の
設
置
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
附
則
第
二
項
関
係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
子
宮
頸け

い

が
ん
等
ワ
ク
チ
ン
接
種
促
進
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例

第
四
号
） 

１ 

佐
賀
県
子
宮
頸け

い

が
ん
等
ワ
ク
チ
ン
接
種
促
進
基
金
の
設
置
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
と
し

た
。
（
附
則
第
二
項
関
係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
緊
急
雇
用
創
出
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
号
） 

１ 

佐
賀
県
緊
急
雇
用
創
出
基
金
の
設
置
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
附
則
第
二
項

関
係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
森
林
整
備
加
速
化
・
林
業
再
生
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
○

六
号
） 



2 

１ 

佐
賀
県
森
林
整
備
加
速
化
・
林
業
再
生
基
金
の
設
置
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
附
則
第
二
項
関
係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 


